
Ⅰ　事業の内容

１．工学に関する教育及び研究に関する援助

（定款第４条第１項第１号関係）

(1)　工学部援助金 1,500,000 円

　

(1)国際会議助成金 111,769 円

      期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日開催分 111,769 円

      期間：令和3年4月1日～令和3年9月30日開催分 0 円

３．工学に関する講演会、研修会等の開催 0 円

（定款第４条第１項第３号関係）

４．その他目的を達成するために必要な事業　

（定款第４条第１項第４号関係）

（1）受託事業

　　　　（別紙、受託事業明細のとおり） 16,286,111 円

（2）工学研究奨励金

　 　　　　（別紙、受託事業明細のとおり） 13,325,001 円

（3）委託費

　 　　　　（別紙、受託事業明細のとおり） 0 円

Ⅱ　その他

１．行政庁への届出等

・公益目的実施報告書等の提出 令和３年　６月２２日

２．理事会・評議員会の開催

第１２４回理事会（書面会議） 令和３年　５月２１日

第４８回評議員会(書面会議） 令和３年　６月　４日

第１２５回理事会 令和３年１２月　６日

第１２６回理事会（書面会議） 令和４年　３月１８日

　　　コロナ禍のため、１２月に４月から翌３月までの申請受付を行い、申請者

　　　６名のうち、５名に対して8,042円から30,000円を助成した。

　　　上記期間内の申請は無かったため、令和３年１２月に令和３年４月から

　　　令和４年３月分までの受付を行った。

令和３年度（第４０期）事業報告書
（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）

一般財団法人熊本工学会

　　　工学部の管理運営、国際推進及び地域連携等に資するため援助を行った。

　　　新型コロナウイルスの感染拡大による教育・研究への影響が大きく、援助金

　　　の増額を行った。

２．工学に関する学術の国際交流及び国際交流の推進等に対する援助

                                            　　　                （定款第４条第１項第２号関係）


